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鹿角市公共施設等総合管理計画（改訂案）に対する 

パブリック・コメントの実施結果について 

 

鹿角市公共施設等総合管理計画（改訂案）について実施したパブリック・コメント

の結果について、次のとおり報告いたします。 

貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。 

 

１．意見募集の結果概要 

意見の募集期間 令和８年１月１４日（水）～２月１３日（金） 

意見の提出件数 意見件数５件（提出者数１人） 

意見への対応等 分類 分類内容 件数 

修正 A 案を修正するもの ０ 

既掲載 B 既に案に盛り込んでいるもの １ 

参考 C 今後の参考とするもの ０ 

その他 D 意見として伺ったもの ４ 

 

２．意見の内容及び意見に対する市の考え方 

提出された意見 意見に対する市の考え方 

①「今後 40 年間で 30％縮減」という長

期目標だけでなく、人口減少率と施設

削減率を連動させ、１人当たり面積を

少なくとも現状維持、あるいは2017年

度水準（7.43 ㎡）まで引き戻すための

１人当たり面積の増加を食い止める

ための短期・中期（例：５年ごと）の

具体的な削減面積目標を明示すべき

です。 

 

①本計画改訂案の 30 ページの中段

に、「基本方針１」として公共建

築物の保有施設総量を 15 年間

（計画期間内）で11.6％縮減する

ことを目指すと明示しています。

これは面積に換算すると約

27,029 ㎡の削減となります。 

 なお、本計画では、今後 40 年間

で単純更新した場合と長寿命化

対策を反映した場合の更新費用

を比較しています。長寿命化対策

を反映した場合には 30％縮減さ

れると試算しましたが、現存する

施設をこのまま維持していくと

いうことではないことをご理解

ください。 

 また、縮減率の設定については、

今後 40 年間で見込まれる更新費

用に見合うために必要な縮減率

が約43％と試算できることから、
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これをもとに設定しています。 

 

②財政負担が爆発的（８倍）に増加する

25 ページの推計を踏まえ、「更新を行

わない施設（用途廃止）」と「長寿命化

する施設」を判別するための数値基準

（例：維持管理費の収支コスト、利用

者数、利用率等）を個別施設計画では

なく、本計画の基本方針として明確に

定義すべきと考えます。 

 

②本計画は、公共施設全体の基本的

な方針を定めるものです。数値基

準を設けることは１つの考え方

として理解していますが、施設の

廃止等に当たっては、今後見直す

個別施設計画において判断して

まいります。 

D 

③「８倍になる予測」に対し、「市民が負

担可能な適正額は現在の何倍までか」

という財政的許容範囲を設定すべき

と考えます。 

例えば「30％削減」で不足するのであ

れば、各施設類型（学校、市営住宅、

産業施設等）において、「さらに何％縮

減すれば、１人当たりの負担増を〇倍

以内に抑制できるか」という逆算的な

シミュレーションを提示し、市民に痛

みを伴う再編の必要性を数値で説明

し、市民が納得できる負担額はどれほ

どなのかを計画に示すべきと考えま

す。 

 

③②と同様、本計画は、公共施設全

体の基本的な方針を定めるもの

です。そのため、ご提案の市民が

負担可能な適正額を記載するこ

とは適切でないと考えています。

また、市民が負担可能な額は個々

に考え方があり、示すことはでき

ないと考えます。 

 

D 

④利用頻度や受益者のきわめて少ない

市道や橋りょうについて、更新しな

い、あるいは用途廃止の基準を設ける

例として交通量調査の実施により、受

益者が極めて少ない状態を確認した

場合、用途廃止の検討に入る等を設定

すべきと考えます。 

 

④今後、人口減少等に伴い市道や橋

りょう等も縮小を考えていかな

ければなりませんが、前述のとお

り本計画は基本的な方針を定め

るものであり、具体的な廃止の基

準等まで記載すべきものでない

と考えています。 

D 

⑤公共施設の約３割を占める学校施設

については 10 年単位の長期計画とは

別に、「学校再編アクションプラン」を

策定すべきです。 

⑤本計画は、公共施設全体の基本的

な方針を定めるものであり、学校

施設に限らず、施設の廃止等に当

たっては、市民の合意形成を得る
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出生数の激減という「確定した未来」

に基づき、10 年を待たずに５年以内、

あるいは入学時期に合わせた超短期で

の学校集約・統合を断行するスケジュ

ールを計画に記載すべきと考えます。 

施設の維持が目的化し、少人数学級を

通り越した「超・小規模校」が乱立す

ることは、子どもたちの社会性や切磋

琢磨する機会を奪うことにもつながり

ます。 

「施設がまだ使えるか」という建築的

視点ではなく、「１学年あたりの適切な

集団規模（クラス数）を維持できるか」

という教育的視点を最優先の判断基準

としてください。 

出生数 60 人台という現実に即し、市全

体を１～２つのブロックに集約するな

ど、公共施設等総合管理計画の枠組み

を超えた、大胆な「基幹校（残す学校）

の絞り込み」を本改訂案に反映させる

べきと考えます。 

 

ことが重要であることから、スケ

ジュールまで記載することは適

切でないと考えています。 

 

 


